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【担当課】

▼計画に関すること
福祉管理課 �03‐5654‐8242

▼介護保険料に関すること
介護保険課 �03‐5654‐8443

「高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと安心し
て暮らすことができる」を基本理念とし、その実現のために
医療や介護、介護予防、生活支援、住まいに関するサービス
を一体的に提供する地域包括ケアシステムを推進し、区民の
皆さんが安心して暮らせるように施策を進めていきます。

計画を閲覧できます
【閲覧場所】 区政情報コーナー（区役所3階304番）、図書館
区ホームページからもご覧になれます。

●特別養護老人ホームの整備
22施設（2，211人）（令和3年3月末現在）
●高齢者が交流できる通いの場への運営支援
50カ所（令和3年3月末現在）
●認知症の疑いを早期に発見し支援につなげる「もの忘れ予防
健診」の実施（平成27年度より実施）
●認知症に起因する事故補償「おでかけあんしん保険」の実施
（令和元年度より実施）

44つつのの基基本本目目標標
ともにつながるやさしいまちで暮らす

複雑化・複合化する福祉の各分野を超えたさまざまな課題に対応す
るため、横断的に連携・協働する包括的な相談支援体制を整備すると
ともに、地域づくりに向けた支援を進めます。

＜主な取り組み＞
●包括的な相談窓口の設置・運営
●循環バスの導入やバス利用者用駐輪場（サイクル＆バスライド）の整備

健康でいきいきと暮らす
ライフスタイルや年代に合わせた健康づくりの支援、キャリアアッ
プと就労の支援、自主的な活動や学びを支援しながら、介護予防事業
を展開します。

＜主な取り組み＞
●長寿医療健康診査を活用した意識啓発・栄養指導
●保健師や管理栄養士などによる健康指導・健康相談

介護が必要になっても自分らしく暮らす
高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、施設整備や介護サービ

スの充実などを図ります。

＜主な取り組み＞
●認知症高齢者グループホームの整備支援
●介護施設の大規模改修に伴う代替施設の整備
●福祉人材の確保・定着支援

いつまでも安心して暮らす
安心して暮らせるよう、消費生活相談、入居相談などに一層取り組
む他、認知症の方を地域全体で支える仕組みづくりや、虐待ゼロの地
域社会づくりをめざします。

＜主な取り組み＞
●もの忘れ予防フェスタイベントなどでの普及啓発
●認知症疾患医療センターや葛飾区医師会との連携による予防健診や
相談会を実施

令和3～5年度の介護保険料が決まりました
介護保険制度と保険料
介護保険制度は介護が必要な高齢者とそ
の家族を支えるため、介護サービスの費用
の半分を公費（税金）、残り半分を保険料で
賄う仕組みとなっています。
介護保険料は3年間の計画期間中におけ
る被保険者数と介護認定者数の推移、各種
介護サービス費などを推計し、基準額（右
表の★）を設定しています。

今回（第8期）の計画における保険
料の設定
高齢化の進展に伴い介護サービスを利用
する方が年々増加していること、需要の多
い認知症グループホームを計画期間中に2
施設の整備を予定していることなどを踏ま
え、介護サービスの充実による介護給付費
の増額を見込みました。

新型コロナウイルス感染症の状況
に対応して
介護給付費準備基金の取り崩しや、介護
保険料の基準額に対する割合を見直し、基
準額や一定の所得以下の方の介護保険料を
できる限り抑制しました。

保険料
（月額）

１，６７７円
（※２）

２，３４８円
（※２）

４，６９７円

６，０３９円

６，７１０円★

７，３８１円

８，３８７円
（※２）

１０，０６５円

１１，４０７円

１４，４２６円
（※２）

１６，７７５円

１８，４５２円
（※２）

２０，１３０円

２２，１４３円

２４，１５６円

※１公費負担により、保険料率が軽減されています。なお、適用にあたっての手続きは不要です。
※２保険料（年額）を１２で割り、月額を算出しているので、端数が生じます。端数は原則当初の算定で調整します。

保険料
（年額）

２０，１３０円

２８，１８２円

５６，３６４円

７２，４６８円

８０，５２０円★

８８，５７２円

１００，６５０円

１２０，７８０円

１３６，８８４円

１７３，１１８円

２０１，３００円

２２１，４３０円

２４１，５６０円

２６５，７１６円

２８９，８７２円

基準額に
対する割合

（※１）０．２５（※１）

（※１）０．３５（※１）

（※１）０．７０（※１）

０．９０

１．００

１．１０

１．２５

１．５０

１．７０

２．１５

２．５０

２．７５

３．００

３．３０

３．６０

対象

〇生活保護受給者
〇老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税の方
〇住民税世帯非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円を超え
１２０万円以下の方

合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円超えの方

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超えの方

合計所得金額１２５万円未満の方

合計所得金額１２５万円以上２００万円未満の方

合計所得金額２００万円以上３００万円未満の方

合計所得金額３００万円以上５００万円未満の方

合計所得金額５００万円以上８００万円未満の方

合計所得金額８００万円以上１，１００万円未満の方

合計所得金額１，１００万円以上１，５００万円未満の方

合計所得金額１，５００万円以上２，０００万円未満の方

合計所得金額２，０００万円以上２，５００万円未満の方

合計所得金額２，５００万円以上の方

住民税世帯非課税

住民税本人非課税
（世帯に課税者が
いる場合）

住民税本人課税

所得
段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第１０段階

第１１段階

第１２段階

第１３段階

第１４段階

第１５段階

これまでこのような事業に取り組みました

はなしょうぶコール　☎03－６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX０３－６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（８）
令和3年（2021年）4月25日 No.１８３６


